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ＪＲ東海労幹関西地「申」第９号

２ ０ ２ １ 年 ９ 月 ７ 日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

新幹線鉄道事業本部関西支社

支 社 長 畑田 整吾 殿

ＪＲ東海労働組合新幹線関西地方本部

執行委員長 笹田 伸治

「東海労組合員の職場復帰」に関する申し入れ

大阪第一運輸所の東海労組合員が、職場復帰するにあたり、大阪第一運輸所の管理者

が行った行為に多くの問題が発生している。

よって、下記の通り申し入れるので、早急に労使協議の場を設定し、誠意ある回答をす

ること。

記

Ⅰ.東海労組合員の診断書提出の取扱いについて
1．東海労組合員に対して二度にわたり診断書の提出を指示しているが、どの様な方

法で提出を指示したのか明らかにすること。

2．東海労組合員対して診断書の提出をFAXで送るよう指示しているが、誰の判断な

のか明らかにすること。

3．診断書の提出に掛かった費用は、全て会社が負担すること。

Ⅱ．通勤定期券の取扱いについて

1．本郷運転科長から通勤定期券の解約を指示しているが、何故総務科でなく運転科

の管理者が指示したのか明らかにすること。

2．会社は通勤定期の取扱いに対し、「30日ルール」の規程で解約を指示している。

「30日ルール」の中身を明らかにすること。

3．「30日ルール」は、就業規則の何条に適用されるのか明らかにすること。

4．「30日ルール」は、有給休暇であるにも関わらず適用する理由を明らかにすること。

Ⅲ．東海労組合員の勤務認証の取扱いについて

1．東海労組合員が8月2日、診断書を送付した時点で、7月20日以降就業可能と判断して

いるにも関わらず、日勤を指定しなかった理由を明らかにすること。

2．会社は、産業医との面談を行い、産業医の許可がなければ出勤させない対応をして

いる。会社の見解を明らかにすること。

3．８月５日の勤務認証を明らかにすること。
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4．８月５日、会社が産業医との面談を設定した目的を明らかにすること。

5．８月５日、保存休暇にも関わらず、会社が呼び出したことに問題がある。保存休暇

を休日に勤務変更し、産業医との面談及び管理者との対応に掛かった９０分間を休日

出勤(D単価)とし超勤扱いとすること。

6．８月５日、産業医との面談は約１０分で終わっている。その後、木田総務科長、本

郷運転科長、高木総務助役３名の管理者との８０分間、話をしている。この時の話は

次勤務を含む業務に関する話であった。会社の見解を明らかにすること。

7．８月５日、当日の勤務認証を確認した時に木田総務科長は「保存のままです。どっ

ちにしても皆さん産業医面談は自己の時間で」と回答している。この時の「皆さん」

とは、誰のことを指しているのか明らかにすること。

8．組合が、過去の産業医との面談における勤務認証を調査したところ、大多数の乗務

員は、日勤を指定されている。木田総務科長は寄本組合員に対し、「自己の時間」と

虚偽の申告をしたことになる。会社の見解を明らかにすること。

9．過去５年間、乗務員が職場復帰にあたり、産業医との面談を行った事例及び勤務認

証を全て明らかにすること。

Ⅳ．その他の取扱いについて

1．８月５日の交通費について、行き６８０円、帰り９９０円を支給している。この

交通費支給の名目を明らかにすること。

2．７月２８日、寄本組合員は、８月から職場復帰の意思を伝えているにも関わらず、

８月３日に日勤指定をしなかった理由を明らかにすること。

3．産業医との面談等に要した９０分間を労働時間にすること。

4．今回、東海労組合員への対応に関わった全ての管理者は、組合員及び家族に誤った

勤務認証や診断書等の手続き等を行ったことに対して謝罪すること。

以 上


